
　【有料広告】 

青森県中小企業者等青森県中小企業者等

ＬＰガス ・ 特別高圧電気価格高騰対策支援金ＬＰガス ・ 特別高圧電気価格高騰対策支援金
　県では、エネルギー価格高騰の影響により、厳しい経営環境が続いている県内中小企業者の負担軽減を

図るため、国の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」の支援対象外となっている「LPガス」や「特別高

圧電気」を使用する県内中小企業者に対し、その使用量に応じて支援金を給付することといたしました。

▼給付金額

支援単価

1 ～ 8 月分 9 月分

業務用ＬＰガス 62円 /㎥ 31円 /㎥

特別高圧電気
2.5円 /kWh

 (上限月 50万円 )

1.25円 /kWh

 (上限月 25万円 )

令和 5年 1～ 9月分の使用量に支援単価を乗じた額

※家庭用を対象としたＬＰガス料金の値引きや、県のほかの支援金の対象となる場合は対象外です。

▼申請受付期間

令和 5 年 10 月 2 日 （月） ～令和 5 年 11 月 30 日 （木）　※郵送の場合は当日消印有効

▼申請先

主たる事業所の所在地を所管する商工会、 商工会議所または青森県商工会連合会

▼専用電話相談窓口

開設日時 ： 令和 5 年 12 月 25 日 （月） までの平日　9 ： 00 ～ 17 ： 00

電話番号 ： 0120-66-0217 （通話料無料）

※支援金制度詳細は、次の県ホームページをご参照ください。

　https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/shoko/chiikisangyo/

知ってほしいな 『里親』 のこと知ってほしいな 『里親』 のこと

　子どもたちが安心して生活できる健やかな育ちの場

を提供してくださる方を必要としています。

新しい家族のカタチ 広報動画は

コチラから▶

10月は里親月間です

問 ： フォスタリング機関 弘前乳児院 （弘前市大字品川町152番地）　☎ ： 0172-35-2155

https://www.youtube.com/

watch?v=YKI4tDYQzvk&t=5s
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